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東京大学基金に設置された「さつき会奨学金基金」を原資として、本学に入学を

志望する優れた女子生徒等であって、経済的な理由により修学困難な者を対象とし

て奨学生の選考を行い、本学への入学後に奨学金を支給することを目的とします。 

※ 東京大学さつき会 

1961（昭和36）年に、本学卒業生有志の呼びかけで設立された任意加入の同窓

会で、東京大学に在学したことのある女性及び女子在学生により構成されている。 

 

 ─  

一般入試・学校推薦型入試出願予定者で、次の項目全てに該当する女子生徒等と

します。 

(1) 日本の高等学校又は中等教育学校を卒業又は卒業見込みの者、高等専門学校第

３学年を修了した者又は修了見込みの者 

(2) 2025年４月に本学学部１年生に入学予定の者で、本学に強く入学を志望する者 

(3) 本学入学後に自宅外から通学せざるをえない者であること（自宅から大学まで

の通学時間が有料特急を利用しない場合に、徒歩を除いて1時間30分以上）。 

(4) 成績・人物とも優秀（調査書の学習成績概評がＡ以上）で、大学進学において

経済的支援が必要と認められる者 

(5) 卒業（見込み）の高等学校長等（以下「学校長」という。）が推薦する者 
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震災、風水害、火災そ

の他の災害又は盗難の

被害を受けた世帯 

※保険・損害保険等に

よって補てんされた

金額は対象とはなり

ません。 

・罹（被）災証明書 

・罹（被）災額証明等の

被害金額がわかるもの

（写） 

※ 過去において、本奨学金に申請し採用候補者となった後、本学に入学しなか

った者が改めて申請を希望する場合は、「調査書」及び「作文」について、本

学から送付された採用候補者決定通知の写しの提出をもって代えることができ

ます。 

 

 ─  

2025年１月中旬までに学校長あてに審査結果を通知します。 

なお、採用候補者の決定は、本学の一般入試・推薦入試の合格を保証するもの

ではありません。 

また、採用候補者に選考された者は、本学入学後に奨学生採用手続をとること

により、正式に採用が決定します。 

 

 ∕─  

(1) 提出された申請書、調査書等は、一切返却しません。 

(2) 申請書、調査書等に記載されている個人情報は、本奨学金業務に限定し利用す

るものであり、その他の目的に使用することは一切ありません。 

(3) 他の奨学金と併用することができます。 


